
災害廃棄物処理計画の位置付け 

 

市区町村が策定する災害廃棄物処理計画は、自らが被災することを想定し、平時の

備え（体制整備等）や発生した災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための災

害応急対策、復旧・復興対策等対応に必要な事項をとりまとめたものです。 

災害廃棄物を適切かつ迅速に処理するためには、災害発生時だけではなく平時から、

国や東京都、柳泉園組合、組合構成市、及び関係団体と連携し、協力体制を構築して

おく必要があります。 

 

 

図 災害廃棄物処理計画の位置づけ（災害廃棄物対策指針より） 

市
一般廃棄物処理基本計画 地域防災計画

≪災害発生後≫
当該大規模災害における
災害廃棄物処理実行計画災害廃棄物処理計画

≪大規模災害発生後≫
当該大規模災害における
災害廃棄物処理指針

通常
の災害

大規模災害発生時にお
ける災害廃棄物
対策行動指針

≪関東ブロック≫
　

大規模災害時廃棄物対策
関東ブロック協議

　

大規模災害発生時における関東
ブロック災害廃棄物対策行動計画

都

一般廃棄物処理基本計画 地域防災計画
≪災害発生後≫

当該大規模災害における
災害廃棄物処理実行計画災害廃棄物処理計画

廃　棄　物　関　連 災　害　関　連

国

廃棄物処理法 災害対策基本法

基本方針 防災基本計画

廃棄物処理施設
整備計画

環境省防災業務計画

災害廃棄物対策指針（環境省）

連携

相互に整合を図る

相互に整合を図る

資料4


